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病気について 

・ウイルスを運ぶヌカカに刺されることにより引き起こされます。 

・母牛は感染してもほとんど異常はありませんが、難産の場合、産道損傷による起立不能で廃用 

となることもあります。 

① 胎子   → 妊娠中に母牛が感染すると、流死産（10月頃発生）や関節湾曲などの 

奇形子牛（１～４月頃発生）に。 

② 子牛・育成牛→  生後に感染すると、前後肢の麻痺による起立不能、運動失調など 

神経症状を引き起こす。 
県内での発生について 

 

 
 

 

 

予防法について 

・ワクチンをヌカカが活動する前（４～６月）に接種することが効果的です。 

・アカバネ病に対する治療方法は現在のところありません。 

・殺虫剤や忌避剤等のヌカカ対策は、期待される程の予防効果はありません。 

・平成 22～23年での県内の異常産は、９６％がワクチン未接種牛での発生でした。 

ワクチン接種により予防できる病気です。 

 

    アカバネ病生ワクチンは、 

 

 

 

適切なワクチン接種で大切な牛（＝財産）を守りましょう。 

県内での異常産子の例（平成 22～23年には県内で多数の発生を認めました。） 

 

100頭分で約２０万円＜子牛 1頭流産の損失 
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・神経症状による起立不能 ・両前肢の関節拘縮 


